
総務省大臣官房企画課個人番号企画室

情報連携開始に向けた準備等について

資料３ー１



○ 現時点における情報連携開始日前、５月～７月におけるスケジュール（想定）の概要は以下のとおり。

○ 現在、地方公共団体情報システム機構（J-LIS）において行っている「自治体中間サーバーにおける情報提供方法の仕様変
更に係るシステム改修」は、６月末までに終了予定としているところ、７月上旬の一定期間を各自治体における運用確認の期
間に充てる方向で調整中。本期間において参加が可能な自治体は適宜運用確認を行っていただく想定。なお、当該運用確
認に当たっての詳細は、今後周知予定。

○ また、上記の運用確認期間終了後、情報提供ネットワークシステム及び自治体中間サーバーにおいて、マスタデータリリース
４の配信・適用等の本番化作業を実施。このため、本番化作業終了までの間は、原則として副本登録や本番用符号差分取
得作業は実施不可となることから、当該期間において新たに登録・取得対象となった蓄積分は、本番化作業終了後、適宜、
作業を実施。

国・その他機関との
総合運用テスト

自治体におけ
る運用確認等

マスタデータリリー
ス４の配信・適用
等の本番化作業

本番用副本登録作業
（初期登録、差分登録）

本番用符号差分取得作業

情報連携開始
（７月18日を想定）

※秋頃までは試行運用期間

全自治体を総合運
用テストモードに切
り替え、国・その他
機関との総合運用
テストを実施（当該
期間は、符号取得
及び副本登録作業
実施不可）

自治体中間サーバーに
おける情報提供方法の
仕様変更に係るシステム
改修後、７月上旬の一定
期間、参加可能な自治体
において運用確認の実
施を想定

本番用副本登録作業

本番用符号
差分取得作業

【5月15日～26日】 【7月３日～７日】

【7月７日～12日】
（予定）

総
合
運
用
テ
ス
ト

等
作
業

５月 ６月 ７月

１日～ ８日～ 15日～ 22日～ 29日～ ～ ３日～ 10日～ 17日～ 24日～ 31日～

本
番
準
備
作
業

情報連携開始に向けた準備スケジュールについて（平成29年４月１４日時点）

実施

当該期間において新たに副
本登録、符号取得対象となっ
た蓄積分は、７月13日、14日
において登録及び取得作業を
実施

▼初期登録完了（6月末）

原則として副本差分登録、符号差分取得作業実施不可副本登録、符号差分取得作業実施不可
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○ 国・その他機関（厚生労働大臣、医療保険者等）との総合運用テストは、地方公共団体が情報照
会者となるテスト、地方公共団体が情報提供者となるテストを分けて実施することとなる。
○ 地方公共団体が「情報提供者」となるテストは国・その他機関が個別に調整した地方公共団体と
テストを実施することとなるため、国・その他機関から特段の連絡を受けていない場合には、対応
は不要。
○ 地方公共団体が「情報照会者」となるテストは、５月15日から５月26日までの間で、全地方公共
団体において実施することと「総合運用テスト管理要領」に規定されているところ。

地方公共団体が
情報提供者となるテスト

一部の地方公共団体
※国・その他機関が個別に調整

【情報提供者】

国・その他機関
【情報照会者】

②情報提供

➀情報照会

国・その他機関から個別調整のない地方公共団体は対応不要
※国・その他機関と個別調整の対象となる地方公共団体 括弧内は実施時期
・日本鉄道共済組合（JR.共済）：三条市（４月７日～４月17日）、山梨市（４月11日～ ４月13日）、

射水市、金沢市、白山市、千曲市（５月15日～５月26日）
・日本私立学校振興・共済事業団（長期）：松山市（４月７日～４月13日）
・日本学生支援機構：山口県、山口市（４月７日～ ４月13日）
・厚生労働大臣（職業安定局）：小山市（３月22日～３月24日）、大分県、青海市（５月15日～５月26日）
・医療保険者等（社会保険診療報酬支払基金）：臼杵市（４月10日～４月27日）、岩沼市、大田区（５月15日～５月26日）

大阪府島本町、宿毛市（５月29日～６月16日）

国・その他機関との総合運用テスト①
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地方公共団体が
情報照会者となるテスト

全地方公共団体
【情報照会者】

国・その他機関
【情報提供者】

➀情報照会

②情報提供

全地方公共団体※１においてテストを実施することと規定されている※２
※１ 国・その他機関から情報提供を受ける事務を実施しない一部事務組合、広域連合、教育委員会部局は対象外
※２ 「総合運用テスト管理要領」において規定

！！テスト実施期間：５月15日～５月26日！！

【留意事項】
○ テスト実施期間外における国・その他機関とのテストは実施できません。
○ テスト実施期間は自治体中間サーバーが総合運用テスト実行モードに強制的に切り替わる
ため、その間は副本登録を行うことはできません。
○ 国・その他機関が提供するテスト仕様書は、平成29年３月末までに提示済み。（デジタル
PMOへ掲示中）

国・その他機関との総合運用テスト②
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総合運用テストに参加する
国・その他機関一覧

♯ 国・その他機関

地方公共団体との総合運用テスト

備考地方公共団体が
情報提供

地方公共団体が
情報照会

１ 地方公務員共済組合（長期） なし あり 情報連携開始は平成30年以降

２ 地方公務員災害補償基金 なし あり

３ 国家公務員共済組合（長期） なし あり 情報連携開始は平成30年以降

４ 日本鉄道共済組合（JR共済）
三条市、山梨市、射水市、
金沢市、白山市、千曲市

なし
提供すべき特定個人情報の所
管なし

５
日本私立学校振興・共済事業団
（長期）

松山市 あり 情報連携開始は平成30年以降

６ 日本学生支援機構 山口県、山口市 なし
提供すべき特定個人情報の所
管なし

７ 厚生労働大臣（職業安定局） 小山市、大分県、青海市 あり

８
医療保険者等（社会保険診療報
酬支払基金）

臼杵市
岩沼市、大田区
大阪府島本町、宿毛市

あり

国・その他機関との総合運用テスト③

4



○ ４月以降、国・その他機関（厚生労働大臣、医療保険者等）との総合運用テストの期間を除き、６月末までに
初期の副本を自治体中間サーバーへ登録する必要がある。

○ 進捗連絡については、副本登録実施要領に基づき地方公共団体情報システム機構に対して行われ、その状
況は随時地方公共団体情報システム機構から総務省及び内閣官房に共有される。

○ 必要に応じて総務省及び内閣官房から都道府県を通じて副本登録を促すとともに、特定個人情報を所管す
る関係省庁に情報提供を行い、地方公共団体への助言を依頼する予定。

地方公共団体
情報システム機構

自治体中間
サーバー地方公共団体

副本登録

進捗連絡
進捗照会

情報共有

副本登録の進捗管理について

運用保守管理
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総務省
内閣官房

所管省庁
情
報
共
有

助言等
※必要に応じて



情報提供者 情報照会者

情報提供
NWS

（総務大臣）

マイナポータル

利用者

開示
請求者

各情報照会者が依拠
する個人情報保護の法
令等に基づき不開示
コードを設定

（※）当該請求に係る情報提供等記録について不開示コードが
設定されている理由を確認するものの、基本的には、各情報照
会者等による不開示コードの設定を尊重し、不開示とする。（た
だし、状況確認の結果、設定ミス等の理由により開示となる場
合があり得る。）

確認 確認

各情報提供者が依拠
する個人情報保護の法
令等に基づき不開示
コードを設定

開示請求

開示

総務大臣に対し書面による開示
請求があった場合は、行個法に
基づき、開示・不開示を判断※

三者間で情報提供等記録を共有
（不開示コードについても電文を

通じて共有）

記録の
提供要求

記録の提供

開示請求

開示

開示
請求者

開示
請求者

開示

開示請求

マイナポータルを通じた総務省が保有する情報提
供等の記録の提供は、以下の理由から、各情報
照会者等による不開示コードの設定を尊重し不開
示コードが設定されていない記録のみを即時かつ自
動的に提供するものとした。
① 不開示コードは、各情報照会者等が依拠する
個人情報保護法令等に基づき不開示とする
記録に対して設定されたものであること

② 不開示コードが設定された記録を総務省が提
供することにより情報照会者等の事務に支障が
及ぶおそれがあること

総務省が保有する情報提供等の記録の取り扱いについて
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 情報提供等の記録における開示請求があった場合は、番号法第32条（地方公共団体等が保
有する特定個人情報の保護）に基づき措置された、個人情報保護条例等（個人情報保護条
例未制定団体を含む）の規定により開示等を行うとされているところ。

 情報提供等の記録は、不正な情報照会・提供を抑止するなどの目的から原則開示とする考え方
であるものの、番号法第23条第２項で定めるとおり、特定個人情報の提供の求め又は提供の事
実が不開示情報に該当すると認めるときは、その旨を情報提供等の記録として記録・保存しなけれ
ばならないとされており、当該条項の実施のため、設計仕様として「不開示コード」の設定機能が用
意されている。

 その上で、例えば、ＤＶ等被害者で住民基本台帳事務における支援措置の対象者など、開示し
た場合に支障が生じるおそれがある情報提供等の記録については、各機関が依拠する個人情報
保護条例等に基づき不開示コードを設定するか否かの検討を行う必要がある。

 したがって、各機関に置かれては、各機関が依拠する個人情報保護条例等に基づき、不開示情
報に該当すると認める場合は、漏れなく不開示コードを設定すること。（総務省が保有する情報提
供等の記録のうち、不開示コードが設定された記録は、前頁のとおり、各機関が設定した不開示
コードを尊重し、原則、開示又は提供は行わない）

 なお、情報連携時における不開示コードの設定情報は、情報提供ネットワークシステム運営主体
（総務省）、情報照会者及び情報提供者の三者間で電文を通じて共有される。各情報照会者
等に開示請求があった際に、開示請求の対象となった情報提供等の記録に不開示コードが設定さ
れていた場合は、不開示コードを設定した情報照会者等と連絡を取り、不開示コードを設定した理
由を確認した上で、開示の可否を判断することになることから、当該運用についても徹底できるよう、
今一度手順等を確認されたい。

情報提供等の記録における不開示コードの取り扱いについて（お願い）
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作業 情報提供ネットワークシステム運営主体
（総務省個人番号企画室） 取りまとめ都道府県又は J-LIS 市区町村 等

（情報照会者又は情報提供者）

検知・状況確認

影響分析・
対応方針検討

対応実施

事象復旧確認

○ 情報照会者等におけるシステム障害や情報提供ネットワークシステムに影響を及ぼすセキュリティインシデント等の異常事象
発生時には、以下のフローに従い、異常事象発生の状況確認、取りまとめ都道府県、地方公共団体情報システム機構（J-LIS）
や総務省への報告を随時行う。

○ 自機関のみで対応可能な事象ではないと判別した場合には、取りまとめ都道府県やJ-LISで事象に係る調査及び確認等を行う。

○ 中間サーバー等において個人番号と内部管理番号等が誤ってひも付けされるなど、情報照会者等による業務ミス等により発生
した場合には、「情報提供ネットワークシステム 接続運用規程」に規定する個別の対応フローを参照の上、対応を実施する。

確認、情報連携に係る状況の周知

異常発生の検知

状況確認、報告

発生報告受領

対応実施

障害解析、対応方針の検討

関係機関へ連絡

対応実施、対応結果の報告

事象解析、対応方針の検討、報告

状況確認、報告

分析内容、検討結果受領、報告

事象復旧の確認、報告

完了報告受領、報告

対応結果受領、報告

対応結果受領

※③～⑤の作業は、事象に応じて所管府省又は集約機関で対応を行う場合もある。
※この他、特定個人情報の漏えい等の発生時は個人情報保護委員会へ、セキュリティインシデントの発生時には内閣サイバーセキュリティセンターへ報告する等、各府省
の情報セキュリティポリシー等に従い、関係機関へ報告する必要があるほか、既存システムにおける異常事象発生時の対応は従前と同様である。

１

２

３

４

５

２

情報提供ネットワークシステム接続運用に係る異常事象発生時の対応フローについて
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○ 通常時の問合せは情報共有サイトに「問合せ票」を掲載して行う。
○ 異常事象発生時の連絡は、緊急に連絡する必要がある場合は、電話で一報の上、情報共有サイトに「事
象発生報告書兼完了報告書」を掲載して行う。

情報提供ネットワークシステム運営主体への連絡方法

（※1）平成29年５月末から利用可能とする予定であるため、それまでの間は電子メール（ nws-toiawase-uketsuke@mail.renkei.go.jp宛
て）で問合せすること。

（※2）平日日中時（8:00-21:00）のみ利用可。平日日中時以外の時間帯で0570で始まるナビダイヤルを利用できない場合は、携帯電話等の
他の電話回線を利用して連絡すること。

9

通常時 情報共有サイトの「02.FAQ・問合せ」-「03.問合せ」に「問合せ票」を添付して掲載(※1)。

異常事象発生時

①障害発生時の影響調査依頼やセキュリティ事故等の報告等、情報提供ネットワークシステム運営主体に
緊急に連絡する必要がある場合には、以下の連絡先に電話で一報する。

・電話番号：0570-00-1515
（0570で始まるナビダイヤルを利用できない場合は050-3786-7382（※2））

②情報共有サイトの「06.異常時における連絡等」に「事象発生報告書兼完了報告書」を添付して掲載
（※1）。



平日日中時（9:30-17:00） 平日日中時以外
通常時 情報共有サイトの「06.異常時における連絡等」で

相手先機関を指定して「問合せ票」を添付して掲
載(※)。

平日日中時と同様。

異常事象
発生時

①障害発生時の影響調査依頼やセキュリティ事故
等の報告等、他機関に緊急に問合せを行う必
要がある場合には、情報共有サイトのデータ検
索機能（※）を用いて相手先機関の連絡先
を確認し、電話で一報する。

② 情報共有サイトの「06.異常時における連絡等」
で相手先機関を指定して「事象発生報告書兼
完了報告書」を添付して掲載（※）。

①障害発生時の影響調査依頼やセキュリティ事故等の
報告等、他機関に緊急に問合せを行う必要がある場
合には、情報提供ネットワークシステム運営主体に相
手先機関の緊急連絡先を確認する。

② 相手先機関の緊急連絡先に電話で一報する。

③ 情報共有サイトの「06.異常時における連絡等」で相
手先機関を指定して「事象発生報告書兼完了報告
書」を添付して掲載（※）。

○ 通常時は、情報共有サイトのデータ検索機能を用いて相手先機関の連絡先を参照し、電話や情報共有
サイト等を用いて行う。その際、必要に応じて情報共有サイトの「06.異常時における連絡等」に「問合せ
票」を添付して掲載し、連絡等を行う。

○ 異常事象発生時（平日日中時）は、情報共有サイトのデータ検索機能を用いて相手先機関の連絡先を
参照し、電話で一報の上、情報共有サイトの「06.異常時における連絡等」で相手先機関を指定して「事
象発生報告書兼完了報告書」を掲載し、連絡等を行う。

○ 異常事象発生時（平日日中時以外）は、情報提供ネットワークシステム運営主体に相手先機関の緊急連
絡先を確認した上で相手先機関に電話で一報の上、情報共有サイトの「06.異常時における連絡等」で
相手先機関を指定して「事象発生報告書兼完了報告書」を掲載し、連絡等を行う。

他機関への連絡方法

※平成29年５月末から利用可能とする予定である。 10



 情報提供ネットワークシステムとの接続運用に当たり、各接続機関は計画停止の情報等、多数の情報を共有する
必要があることから、インターネット上に設置する「情報共有サイト」を用いて機関同士の円滑な情報共有を行うことと
している。

 本資料では情報共有サイトの使用方法の概要について説明する。

情報共有サイトの主な機能

■データ検索機能
他機関の連絡窓口情報を参照する際に使用する。■申請処理機能

接続開始申請等の申請・審査をする。

■情報共有機能
情報を記事として掲載することで、他の機関と接続運用に係る情報の共有を行う。
＜情報共有機能のカテゴリ別用途＞
「01.情報提供ネットワークシステム運営主体からの周知事項」
⇒情報提供ネットワークシステム運営主体からの周知事項を掲載する。

「02.FAQ・問合せ」
⇒情報提供ネットワークシステム運営主体への問合せ票を掲載する。

「03.規程・様式等」
⇒情報共有サイトの利用マニュアルや各種規程、様式等を掲載する。

「04.運用計画」
⇒情報提供ネットワークシステムの計画停止情報や、運用計画を掲載する。

「05.システム障害発生状況」
⇒システムの障害発生状況を掲載する。

「06.異常時における連絡等」
⇒異常事象発生時の報告や作業依頼等の相対の連絡等を行う。

情報共有サイトの使用方法概要
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１．情報提供ネットワークシステム運営主体からの周知事項を確認する

 情報提供ネットワークシステム運営主体より各接続機関へ向けた周知事項がある場合に掲載する。利用者は定期的に周知事項の
確認を行うこと。

 緊急性の高い周知事項は「01.重要周知事項」に掲載する。本カテゴリに掲載した場合、利用者に対してメールで通知される。メー
ルを受信後、メールに記載のURLから周知事項の確認を行うこと。

情報共有サイトの画面イメージ

 周知事項は、情報共有サイトの「情報提供ネットワークシステム運営主体から
の周知事項」の下位カテゴリに掲載される。

 「重要周知事項」に記事を掲載した場合、情報共有サイトの利用者に記事
掲載の旨がメールで通知される。

情報共有サイトの主な使用方法①
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２．情報提供ネットワークシステム運営主体に問合せをする
 情報提供ネットワークシステム運営主体に問合せを行う前に、 「02.FAQ・問合せ」-「01.FAQ」のカテゴリに掲載のFAQを参照し、
類似の問合せが掲載されていないか確認する。

 FAQに類似の問合せがない場合、「02.FAQ・問合せ」-「03.問合せ」の自機関用の問合せカテゴリを選択した上で「記事投稿」を選
択して記事を掲載し、当該記事に「問合せ票」を添付する。市区町村が掲載すると所属する都道府県、都道府県が掲載するとJ-
LISの問合せ受付カテゴリに問合せした記事が表示され、問合せ記事が掲載された旨の通知メールが送付される。

 都道府県、J-LISにより回答ができない場合、J-LISが情報提供ネットワークシステム運営主体に問合せ票をエスカレーションする。回
答はJ-LISを経由して都道府県に、都道府県を経由して市区町村に回答される。
※情報共有サイトを利用した問合せは平成29年５月末から利用可能とする予定。

情報共有サイトの画面イメージ

 問合せを行う場合は自分の所属する機関の【問合せ】カテ
ゴリに記事を掲載する。

 記事には、問合せ内容を記入した「様02-04:問合せ票」
を添付する。

よくある問合せを「FAQ」カテゴリに記事として掲載している。
問合せを行う前に、類似の問合せ内容が無いことを必ず確
認すること。

情報共有サイトの主な使用方法②
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３．市区町村からの問合せに回答する（都道府県担当者向け）

 区域内の市区町村が自機関の問合せ用カテゴリに問合せ票を添付して記事掲載すると、都道府県の問合せ受付カテゴリに当該記
事が表示され、その旨がメール通知される。

 問合せ票に記載の問合せ内容を確認し、回答が可能な場合には当該問合せ票に回答を記載し、自機関の問合せ受付カテゴリに
掲載された問合せ元機関からの記事に添付して掲載する。回答掲載時も、その旨が問合せ元機関にメール通知される。

 回答ができない場合については、問合せ元からの問合せ票に、受付機関名等を追記の上、J-LISの問合せ受付カテゴリを選択して
記事投稿し問合せ票を掲載し、エスカレーションを行う。

 自機関の【受付】カテゴリに市区町
村からの問合せが掲載される。

 問合せに回答する場合は、回答内
容を記入した「様02-04:問合せ
票」を問合せの記事に掲載する。

情報共有サイトの画面イメージ

(2)問合せをエスカレーションする場合(1)問合せに回答する場合

 問合せをエスカレーションする場合、
自分の所属する機関の【問合せ】カ
テゴリに記事を掲載する。

 記事には、市区町村から受領した
「様02-04:問合せ票」を掲載する。

情報共有サイトの主な使用方法③
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４．各種規程・様式等をダウンロードする

 「03.規程・様式等」の配下のカテゴリに、接続運用規程や接続運用に用いる様式、マスターデータ等のシステム資源、総合運用
テスト実施計画書等を掲載する。

 更新日時や掲載タイトルにより適宜検索してダウンロードし、利用する。

情報共有サイトの「03.規程・様式等」の下位カテゴリに以下の情報を掲載する。
・「01.情報共有サイトの利用マニュアル等」・・・情報共有サイト利用マニュアル（利用者向け）等
・「02.各種規程等」・・・接続運用規程・接続運用実施要領等
・「03.各種様式・ツール類」・・・接続運用規程において規定する様式、接続申請に用いるツール等
・「04.マスターデータ等」・・・情報提供ネットワークシステムから配信する最新のマスターデータ、コード値ファ
イル、XMLスキーマ等
・「05.情報提供ネットワークシステムに係る仕様等」・・・情報提供ネットワークシステムの外部インターフェイ
ス仕様等
・「06.総合運用テスト実施計画書等」・・・総合運用テストの実施計画書、管理要領等

情報共有サイトの画面イメージ

情報共有サイトの主な使用方法④
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５．情報提供ネットワークシステム等の運用計画を確認する

 「04.運用計画」の配下のカテゴリに、情報提供ネットワークシステムや各中間サーバー等の計画停止情報、向こう１年程度で発生
が見込まれるイベントを記載した運用計画を掲載する。

 原則として月次（※）で更新される予定であるため、定期的に確認を行うこと。
（※）情報提供ネットワークシステムの運用計画：当月前半

各中間サーバー等の運用計画 ：当月後半

情報共有サイトの「運用計画」の下位カテゴリに以下の情報を掲載する。
・「計画停止情報」・・・情報提供ネットワークシステムや中間サーバー等の計画停止情報
・「運用計画（各機関別）」・・・情報提供ネットワークシステムや中間サーバー等の運用計画

情報共有サイトの画面イメージ

情報共有サイトの主な使用方法⑤
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６．システムの障害発生状況を確認する

 情報提供ネットワークシステムや中間サーバー等のシステムに障害が発生し周知が必要な場合に障害発生状況を掲載する。利用者
は定期的に障害状況の確認を行うこと。

情報共有サイトの画面イメージ

情報提供ネットワークシステム及び中間サーバー等のシステム障害発
生状況を「05.システム障害発生状況」カテゴリに掲載する。

情報共有サイトの主な使用方法⑥
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７．他機関の連絡窓口情報を確認する

 異常事象の発生時、他機関との連絡が必要となった場合、「データ検索機能」を使用して連絡窓口情報を確認する。
 必要に応じて電話等で連絡を行った後、本資料の「8.他機関に対して異常事象発生に係る報告や作業依頼を行う」を参照して様
式等の情報の受け渡しを行うこと。

 連絡窓口情報の検索方法については、情報共有サイトの利用マニュアルを確認すること。
※連絡窓口情報は5月末から公開する予定。

情報共有サイトの画面イメージ

「データ検索」をクリックすると、連絡窓口情報
の検索画面が表示される。

機関の名称等を入力し、対象機
関の連絡窓口情報を検索する。

情報共有サイトの主な使用方法⑦
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８．情報提供ネットワークシステム運営主体や他機関に対して異常事象発生に係る報告や作業依頼を行う

 接続運用において異常事象が発生した場合等に情報提供ネットワークシステム運営主体や他機関と相対で連絡を行う際に「06.異
常時における連絡等」カテゴリを利用する。

 本カテゴリを選択した上で「記事投稿」を選択し、相対で連絡を行う機関を指定して（複数機関の指定も可能）、「事象発生報告
書兼完了報告書」等の様式を添付し、記事を掲載する。この場合、指定された機関宛てにその旨のメール通知が行われる。

 連絡を受けた機関は、添付された様式の記載内容等を確認し、回答を様式に追記して同カテゴリに掲載するなど以降の連絡を行う。
※本カテゴリは平成29年５月末から利用可能とする予定。以下の画面イメージから変更となる場合がある。

情報共有サイトの画面イメージ

連絡を行う相手先の機関を設定する。

 異常事象が発生した場合に、他機関と相対で連絡する場合に
「06.異常時における連絡等」カテゴリを使用する。

 本カテゴリに記事を掲載した場合、自機関と相手機関に記事掲
載の旨がメールで通知される。

情報共有サイトの主な使用方法⑧
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９．各種申請書の申請・審査を行う

 接続開始申請等の各種申請を行う場合や、区域内の市区町村からの申請書に対する審査を行う場合に使用する。
 画面上部の「申請ワークフロー」をクリックし、申請ワークフローの画面を表示する。
※申請ワークフローの詳細な利用方法については、情報共有サイトの利用マニュアル等を確認すること。

情報共有サイトの画面イメージ

「申請ワークフロー」をクリックすると、
申請ワークフローの画面が表示される。

メニューから、用途に応じて受信トレイ
画面や申請画面などを表示する。

情報共有サイトの主な使用方法⑨
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平成29年度 教育研修実施計画の策定等について

○ 情報提供ネットワークシステム接続運用規程（平成29年１月、施行準備版3.0版）において、総務省においては、各行政機関等における

教育・研修を支援するため、eラーニング、集合研修、その他の方法により研修を提供するとともに、翌年度に実施する教育・研修に係

る実施計画を毎年度策定し、各機関に周知することとしている。

○ 上記を踏まえ、「平成29年度教育研修実施計画の策定について（平成29年３月27日総官企第173号）」を発出しているところ。

○ 接続運用規程において、各接続機関は、毎年度、教育・研修の実施計画を策定し、担当職員等に対して計画的に教育・研修を行うこと

としているところであり、実施計画の策定や計画的な研修等をお願いしたい。

接続運用規程に基づく教育・研修の概要

平成29年度教育研修実施計画の概要

 平成２９年４月中旬～６月初旬まで
全国４７都道府県において、
全国説明会を実施

 情報連携の開始後、必要に応じて、
集合研修又は全国説明会の実施を検討。

②集合研修等① eラーニング研修

 平成29年８月、市町村アカデミーにおいて
情報連携の講義を予定。

※ 詳細は市町村アカデミーのHP参照。

③その他

 主に情報連携に係る事務（社会保障分野・税分野等）を担当する職員を対象に、

受講者10万人規模を予定（インターネット環境で配信）

 ７コースを提供予定 （各コースの受講時間は１～２時間程度）

① マイナンバー制度入門編 ② 接続運用規程理解編 ③情報連携・業務フロー編

④自治体中間サーバー接続端末操作マニュアル編 ⑤異常発生時対応編

⑥セキュリティ対策事務担当職員編 ⑦セキュリティ対策システム担当職員編

 詳細や受講申込の募集等については、４月28日付で実施要領を送付したところであるが、

受講申込については平成29年５月15日から受付を開始し、

受講開始については平成29年５月29日からを予定。
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